
令和 7 年 11 月 

お客さま 各位 

 

でんさいライトの取扱開始 および 

でんさいライト取扱手数料新設のお知らせ 
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当組合では、令和 7 年 11 月 17 日（月）より「でんさいライト」の取扱いを開始いたします。それに

伴い、下記の通り「でんさいライト取扱手数料」を新設いたします。今後もより一層お客さまにご満足

いただけるサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほど、お願い申し上げます。 

記 

1．手数料新設日  令和 7 年 11 月 17 日（月）より 

2．新設内容 

   ◆「でんさいネット」にお支払いただく手数料 

手数料名称 税込金額 

基本手数料 無 料 

発生記録請求（債務者請求方式） 264 円 

発生記録請求（債権者請求方式） 264 円 

譲渡記録 132 円 

分割譲渡記録 264 円 

変更記録 132 円 

支払等記録 132 円 

FAX 通知 44 円 

◆「当組合」にお支払いただく手数料 

手数料名称 税込金額 

変更記録 2,200 円 

特例開示請求 3,300 円 

残高証明書（定例発行方式） 3,850 円 

残高証明書（都度発行方式） 3,850 円 

支払不能情報照会 2,750 円 

口座間送金決済中止 550 円 

口座間送金決済入金時 無 料 

でんさい割引 440 円 

 

 


